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※当日配布資料もあります。ご希望の方は事務局にご連絡ください。  

 第２部 
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情報公開制度の運用状況 資料３

※２０２４年２月調査時点でｗｅｂ公表されている最新のデータ（「諮問から答申までの期間」は集計データの公表はなく、答申から算出）

請求者数 1,958 634

請求件数 194,817 (独行)含まず 19,442 29,458 1,549 1,781 2,535 1,534

全部公開 29,766 15.65% 2,422 12.50% 5,298 17.98% 759 49.00% 892 50.08% 907 35.78% 379 24.71%

一部公開 152,497 80.19% 16,495 84.80% 22,419 76.10% 466 30.08% 673 37.79% 893 35.23% 254 16.56%

全部非公開 3,410 1.79% 525 0.94% 20 0.79% 28 1.83%

不存在 3,947 2.08% 183 1.66% 495 19.53% 852 55.54%

存否応答拒否 319 0.17% 323 0.10% 11 0.72%

権利濫用却下 0 1,110 3.77% 90 5.81% 91 10.20% 8 0.52%

その他の却下 0 0.00% 6 0.34% 2 0.13%

取下 313 1.06% 206 8.13%

その他(特定不備など） 242 0.13% 14 0.55%

審査件数 46 2,091

前年度からの継続 6,321 40 1,164 2 202 143

令和4年度受理 6,764 16 927 3 19 68

答申 765 10 155 3 5 84 18 答申書13

答申を経ず 7,215 うち20件は認容 1,517 1 116？
答申含め「処理

件数１３４」

取下 47 4 7

次年度へ継続 5,071
うち審査会の継

続748件
45 419 3 132

答申の内訳

原処分妥当 541 6 135 2 70 9

一部妥当でない 117 3 2 13 2

全部妥当でない 70 1 1 理由不備 3 文書特定 1 2 文書特定

審査請求から諮問までの期間

諮問から答申までの期間

最長 4年5か月 特殊事情あり ２年6か月
濫用却下事案以

外
1年2か月 6年9か月 特殊事情あり 2年6か月

平均 2年2か月 ２年4か月 １年６か月 １年 11か月 3年1か月 1年6か月

最短 1年6か月 １年8か月 5か月 1年2か月 1年1か月

個人情報事案の取扱い 有 無 有 有 有 ＋公文書管理 無 無

部会数（審査担当） 5 2 4 2 2 3 2

開催数（部会の合計） 131 17 60 9 39 23

1～4か月
審査請求から裁決まで（答

申を経ず裁決を含む）

1年以内77.8％、

1年～2年3.8％、

2年超18.5％

審査請求から

答申までの期間

審査請求から

答申までの期間

審査請求から

答申までの期

間

諮問から答申

までの期間

原則１か月以内だが３か月超

過が８件
1～8か月

「運用状況」＋答申

20

横浜市（令和4年度） 大阪市（令和3年度）名古屋市（令和4年度）

「運用状況」＋答申

234

川崎市（令和4年度）

議会への報告＋答申調査資料

相模原市（令和3年度）

「運用状況」＋答申

11915.11% 6.68%

神奈川県（令和4年度）

1,429 4.85%

「運用状況」＋答申 「運用状況」＋答申

国（令和4年度）

「施行状況」



神奈川県内自治体情報公開手数料（費用）調査　（２０２４年４月１日現在／ｗｅｂ＋電話調査） 資料４

郵便 ＦＡＸ メール 電子申請
Ａ3以下モ
ノクロ

Ａ４以下
カラー

Ａ3
カラー

ＣＤ－Ｒ
（700ＭＢ）

DVD-R
(4.7GB） 備考 銀行振込 電子納付

現金書留・
小為替のみ

1 神奈川県 何人でも 〇 〇 × 〇 なし なし × ¥10 ¥80 ¥160 カセットテープ（120分以下）録音160円、ビデオ240円 〇

2 横浜市 何人でも 〇 〇 × 〇 なし なし 〇 ¥10 〇（納付書） ×

3 川崎市 何人でも 〇 〇 × 〇 なし なし × ¥10 ¥100 実費 カセットテープ（120分以下）録音110円、ビデオ250円 〇（納付書） ×

4 相模原市 何人でも 〇 〇 × 〇 なし なし × ¥10 ¥70 実費 費用につきその他は「実費を参考に定める額」 〇（納付書） ×

5 横須賀市 何人でも 〇 × × × ¥300
紙100枚1回ま
でごとに100円 × ¥20 ¥50 ¥80

録音テープ300円、ビデオテープ400円（視聴は1巻1回までごとに
100円）

× × ●

6 平塚市 限定（狭） 〇 〇 × 〇 なし なし × ¥10 ¥60 実費 〇（納付書） ×

7 鎌倉市 何人でも 〇 〇 〇 〇 なし なし
原則×だが全部公
開の事案で実施例
あり

¥10 ¥50 ¥80 ¥100 ¥150
録音・ビデオは1巻250円
規定のないものは「作成用に要する費用（実費）」

〇（納付書） ×

8 藤沢市 何人でも 〇 〇 × 〇 なし なし × ¥10 ¥50 ¥80 規定のないものは「作成に要する費用の額」 〇（納付書） ×

9 小田原市 何人でも 〇 × × 〇 なし なし × ¥10 ¥50 ¥80 〇（納付書） ×

10 茅ヶ崎市 何人でも 〇 × × 〇 なし なし × ¥10 ¥20 〇（納付書） ×

11 逗子市 何人でも 〇 〇 × 〇 なし なし
インターネット公開
あり（市のHPに掲
載）

¥10 ¥60 × × ●

12 三浦市 何人でも 〇 〇 × 〇 なし なし × ¥10 ¥40 × × ●

13 秦野市 何人でも 〇 〇 × × なし なし × ¥10 〇（納付書） ×

14 厚木市 何人でも 〇 〇 〇 〇 なし なし × ¥10 〇（納付書） ×

15 大和市 何人でも 〇 〇 × 〇 なし なし × ¥10 ¥60 実費 カセットテープ（120分以下）録音320円、ビデオ280円 × × ●

16 伊勢原市 限定 〇 〇 × 〇 なし なし × ¥10 〇（納付書） ×

17 海老名市 限定 〇 〇 × 〇 なし なし × ¥10 〇（納付書） ×

18 座間市 限定 〇 × × 〇 なし なし × ¥10 ¥30 〇（納付書） ×

19 南足柄市 何人でも 〇 × × 〇 なし なし × ¥10 〇（納付書） ×

20 綾瀬市 何人でも 〇 × × 〇 なし なし × ¥10 ¥70 〇（納付書） ×

21 葉山町 何人でも 〇 〇 × × なし なし × ¥10 × × ●

22 寒川町 何人でも 〇 〇 × 〇 なし なし × ¥10 〇（納付書） ×

23 大磯町 何人でも 〇 〇 × 〇 なし なし × ¥10 ¥50 ¥80 ¥100 〇（納付書） ×

24 二宮町 何人でも 〇 〇 〇 × なし なし × ¥120 カセットテープ（120分以下）録音140円、ビデオ230円 〇（納付書） ×

25 中井町 何人でも 〇 〇 〇 × なし なし × ¥10 〇（納付書） ×

26 大井町 限定（狭） 〇 〇 〇 × なし なし × ¥10 ディスク、テープは実費相当額 原則× × ●

27 松田町 何人でも 〇 × × × なし なし × ¥10 〇（納付書） ×

28 山北町 限定 〇 × × × なし なし × ¥10 ¥50 ¥90 〇（納付書） ×

29 開成町 限定 〇 〇 × 〇 なし なし × ¥10 〇（納付書） ×

30 箱根町 何人でも 〇 〇 〇 〇 なし なし × ¥20 ¥70 実費 その他の方法により作成する場合　実費 〇（納付書） ×

31 真鶴町 何人でも 〇 × 〇 〇 なし なし × ¥10 〇（納付書） ×

32 湯河原町 何人でも 〇 〇 〇 × なし なし × ¥10 録音テープ・ビデオテープは実費（記録媒体を持参した場合無料） 〇（納付書） ×

33 愛川町 何人でも 〇 〇 〇 × なし なし × ¥10 ¥130 〇（納付書） ×

34 清川村 何人でも 〇 〇 × × なし なし × 〇（納付書） ×記録媒体を請求者が用意する

¥50

¥10

¥10

記録媒体を請求者が用意する

実費

実費

実費

実費

実費、または、記録媒体を請求
者が用意する

実費、または、記録媒体を請求
者が用意する

実費

実費

実費

実費

請求権者
写し交付費用・手数料

¥50

¥30

¥100

実費

実費

実費

¥50

¥50

¥50

¥30

¥20

電子開示

媒体費＋1頁10円
媒体費＋1ﾌｧｲﾙ210円

窓口以外の請求方法

¥50

¥50

¥100
実費、または、記録媒体を請求
者が用意する

¥80

¥100

¥60 記録媒体を請求者が用意する

実費

窓口納付以外の費用納付方法
請求手数料 閲覧手数料

¥20

¥50 記録媒体を請求者が用意する

¥50

実費

¥40

¥50

¥30

¥50

¥20

1枚150円＋100ＫＢまでごとに200
円
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資料６ 

デジタル情報公開度調査 
全国市民オンブズマン連絡会議 

 調査対象 ４７都道府県、２０政令市、６２中核市 

調査時期 ２０２３年５月２９日 メールアンケート 

回答率  100％ 

    

問1 誰が情報公開請求をできるか 

 デジタルは場所を超越する。誰でもどこでも開示請求できることが、デジタルの便益を

享受する前提だ。そこで、「何人も」情報を公開できる、と条例に規定している自治体数

を調査した。 

問1 情報公開請

求可能な人 

都道府県 政令市 中核市 

①何人も請求可能 46 20 42 

②広義住民（住

民、勤務している

等）だが、それ以

外は「理由」を記

載すれば請求可能 

1（埼玉県） 0 5（川口市、八王子市、

富山市、金沢市、高槻

市） 

③広義住民のみ 0 0 15（秋田市、いわき市、

宇都宮市※、川越市※、

福井市※、甲府市※、豊

中市※、枚方市※、寝屋

川市※、姫路市※、和歌

山市※、松江市※、倉敷

市、呉市※、宮崎市※） 
※ 広義住民以外は任意の申し出が可能 

  

問2 開示決定日数 

 各自治体に対し、開示決定日数を調査した。 

 １４日〜１５日と定める自治体が最も多い。自治体側としては、文書の探索と開示方針

を決定するために、余裕を持ちたい、というところであるが、公文書の数が大量になる場

合は別として、情報は鮮度が重要である。なお、過去に開示した文書のオープンソース化

をすすめれば、開示請求そのものが不要になる。 

 なお、島根県と久留米市は、個人情報保護条例を国の個人情報保護法と平仄をあわせ、

開示決定機関を３０日と改正した。この際、情報公開条例の開示決定期間も 30日に変更

してしまった。情報公開条例と個人情報保護条例は関係が無い。どさくさに紛れて、とい

う言葉が思わず出そうな、不可解な条例変更だ。 

 都道府県 政令市 中核市 

7日  1（福岡市）※休日

を除く 

0 

10日 1（岡山県） 1（横浜市）※休日

を除く 

0 

14-15日 45 18 60 
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30日 1（島根県） 0 2（越谷市、久留米

市） 

 

問3、問４ 開示請求手数料、閲覧手数料 

 各自治体に対し、コピー代（実費）以外に開示請求手数料、閲覧手数料を取るかどうか

調査した。ちなみに、全国市民オンブズマン連絡会議が過去に行ってきた情報公開度ラン

キングでは、「開示請求手数料」を取る場合は情報公開請求に値しないとして「失格」と

してきた。 

 2023年4月から開示請求手数料を取りはじめた岩手県、開示請求手数料と閲覧手数料

を取り始めた豊田市は問題だ。特に豊田市は、閲覧または写しの枚数について 100枚を超

えた場合、枚数１枚につき 100円という極めて高額な費用を徴収するという。こうした多

額の費用の徴収は大量請求を抑止することを目的とすると思われるが、自治体のＤＸ化が

すすまない限り、情報公開において少なくとも１００枚を超える紙文書の開示が必要にな

る場合は少なくない。廃止を求めるとともに今後同様の動きが他自治体に波及しないよう

に監視を続けたい。 

 

 都道府県 政令市 中核市 

開示請求手数料を

取る 

1（岩手県）※1  1（神戸市）※3 5（川口市※4、越谷

市※5、横須賀市※７ 

豊田市※9、吹田市

※11） 

閲覧手数料を取る 1（和歌山県）※2 0 6（川口市※4、越谷

市※5、柏市※6、横

須賀市※8、豊田市

※10、吹田市※12） 

取らない 45 19 56 

※1岩手県 1件あたり300円 

※2和歌山県 40枚までの場合４枚までごとにつき10円 

  40枚を超える場合40枚までごとにつき100円 

※3神戸市 ①株式会社等商業的請求  1,000円  ②市内に住所等を有しない者 300円  

   ①②以外は無料 

※4川口市 1文書につき100円（広義住民以外は200円） 

※5越谷市  1件あたり200円（（市民、市内業者、利害関係者等からは徴収しない。） 

※6柏市  紙媒体 1件50枚ごとに市民等50円、市内法人等75円、その他100円 

   電磁的記録 1件50枚ごとに市民等100円、市内法人等150円、その他200円 

※7横須賀市 1件につき300円 

※8横須賀市 紙 100枚１回までごとに100円 

       マイクロフィルム 100こま1回までごとに100円 

       データを印刷したもの 100枚1回までごとに200円 

※9豊田市 1件の請求につき200円 保有する所属が複数の時は、所属ごとに１件の請求とする 

※10豊田市 閲覧または写しの枚数について100枚を超える枚数１枚につき10円 

※１１吹田市 市外の人は３００円 

※１２吹田市 部分公開に係る公文書で100面を超えた1面につき手数料5円 
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問５ 開示手数料 

 紙で開示を受ける場合、A４白黒１枚いくらか聞いた。 

 都道府県 政令市 中核市 

10円 47 20 60 

20円 0 0 1（横須賀市） 

その他 0 0 1（那覇市）※１ 
※１ １枚１０円（営利目的の場合は１枚３０円） 

 

 横須賀市は開示請求手数料 1件につき 300円、閲覧手数料 100枚１回までごとに200円

を取る上に、さらに写し 1枚20円を取り、今回調査した中では最悪の制度だ。一刻も早

く改善していただきたい。 

 

問９ 請求方法 都道府県 政令市 中核市 

①電子申請（ウェブを

用いたフォーム） と

メール両方 

7（宮城県、秋田

県、長野県、鳥取

県、香川県、佐賀

県、鹿児島県） 

１(名古屋市） １１（函館市、山形市、

前橋市、長野市、松本

市、岐阜市、寝屋川市、

呉市、福山市、大分市、

鹿児島市） 

②メールのみ 0 0 １7（八戸市、盛岡市、

秋田市、水戸市、宇都宮

市、高崎市、川越市、川

口市、金沢市、 

枚方市、尼崎市、奈良

市、和歌山市、高知市、

久留米市、長崎市、那覇

市） 

③電子申請のみ 39 18 17 

④できない １(岐阜県） １(京都市） 17（旭川市、青森市、い

わき市、越谷市、船橋

市、横須賀市、富山市、

甲府市、豊田市、大津

市、高槻市、八尾市、東

大阪市、明石市、倉敷

市、下関市、宮崎市） 

 

 

問８ ファイル管理

簿 

都道府県 政令市 中核市 

①システムを構築

し、検索も可能な行

政文書ファイル管理

簿をウェブ上で公開 

20 12 2（一宮市、西宮市） 

②検索はできないが

行政文書（公文書）

ファイル管理簿をウ

ェブ上で公開 

６（岩手県・宮城

県、山形県、福島

県、長野県、愛知

県） 

2（神戸市、福岡

市） 

5（秋田市、宇都宮市、

岐阜市、高槻市、尼崎

市） 
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③行政文書（公文

書）ファイル管理簿

はウェブでは公開し

ていないが、情報公

開請求があった場合

には、電子データ 

（Excel、csv等）で

の開示が可能 

12（栃木県、群馬

県、石川県、静岡

県、三重県、京都

府、和歌山県、島根

県、広島県、徳島

県、愛媛県、大分

県、宮崎県） 

4（仙台市、名古屋

市、堺市、北九州

市） 

18（福島市、水戸市、

高崎市、柏市、八王子

市、富山市、大津市、

豊中市、東大阪市、姫

路市、和歌山市、松江

市、下関市、高知市、

佐世保市、大分市、宮

崎市、那覇市） 

④行政文書（公文

書）ファイル管理簿

はウェブでは公開し

ていないが、情報公

開請求がなくても紙

で閲覧可能 

2（茨城県、鹿児島

県） 

0 1（福山市） 

⑤行政文書（公文

書）ファイル管理簿

はウェブでは公開し

ておらず、紙で開示

する 

５（福井県、奈良

県、岡山県、佐賀

県、長崎県） 

0 26 

⑥行政文書（公文

書）ファイル管理簿

を作成していない・

開示していない 

0 1（浜松市） １0（盛岡市、郡山市、

前橋市、松本市、岡崎

市、豊田市、枚方市、

奈良市、鳥取市、長崎

市） 

⑦整備中その他 1（秋田県） 1（新潟市） 0 
秋田県：システム変更に伴い整備中 

新潟市：新潟市公文書管理条例において、行政文書ファイル管理簿に関する規定の施行日が令和４年４

月１日となっています。令和４年度分管理簿のウェブ上での公表に向けて、現在準備中です。なお、

検索システムの導入は未定です 

 

問１０ 元資料が紙

の場合の開示方法 

都道府県 政令市 中核市 

①元資料が紙の場

合、電磁的記録にし

てメールやCD-Rで

送付可能 

メールの場合無料5（山

梨県※１、長野県、鳥取

県、山口県、佐賀県） 

メールの場合無料

3（さいたま市、

岡山市※3、熊本

市） 

0 

１ページにつき 10円 1

（大阪府）※2 

１ページにつき

10円 2（横浜

市、大阪市） 

 

②元資料が紙の場

合、電磁的記録にし

てメールで送付可能 

0 0 0 

③元資料が紙の場

合、電磁的記録にし

てCD-R等で送付可

能（メールは不可） 

CD-R代のみ12 

（埼玉県、千葉県、東京

都、富山県、石川県、奈

良県、島根県、広島県、

CD-R代のみ4 

（仙台市、千葉

市、川崎市、新潟

市） 

 

郵送料のみ １（西宮

市） 

 

CD-R代のみ14 
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愛媛県、熊本県、大分

県、沖縄県） 

 

（八戸市、盛岡市、高

崎市、長野市、一宮

市、吹田市、東大阪

市、姫路市、鳥取市、

下関市、松山市、佐世

保市、宮崎市、那覇

市） 

紙１枚につき１０円を取

る自治体6 

（北海道、群馬県、岐阜

県、兵庫県、香川県、長

崎県） 

 

紙１枚につき１０

円を取る自治体4

（京都市、堺市、

神戸市、北九州

市） 

紙１枚につき１０円を

取る自治体5(秋田市、

柏市※4、豊田市※5、

寝屋川市、和歌山市） 

④元資料が紙の場

合、紙のみ開示可能 

23（青森県、岩手県、宮

城県、秋田県、山形県、

福島県、茨城県、栃木

県、神奈川県、新潟県、

福井県、静岡県、愛知

県、三重県、滋賀県、京

都府、和歌山県、岡山

県、徳島県、高知県、福

岡県、宮崎県、鹿児島

県） 

7（札幌市、相模

原市、静岡市、浜

松市、名古屋市、

広島市、福岡市） 

42（函館市、旭川市、

青森市、山形市、福島

市、郡山市、いわき

市、水戸市、宇都宮

市、前橋市、川越市、

川口市、越谷市、船橋

市、八王子市、横須賀

市、富山市、金沢市、

福井市、甲府市、松本

市、岐阜市、岡崎市、

豊橋市、大津市、豊中

市、高槻市、枚方市、

八尾市、尼崎市、明石

市、奈良市、倉敷市、

呉市、福山市、松江

市、高松市、高知市、

久留米市、長崎市、大

分市、鹿児島市） 
※１山梨県 電子申請の場合、電子システムを用いてデータを受け渡す（20MBまで） 

※2大阪府 インターネットの利用による提供（府独自システム）の場合 

※3岡山市 ホームページに開示対象文書をアップロードして、請求者がダウンロードする 

※4柏市 CDーR１枚６０円＋市内在住者１枚×10円、市内法人等1枚×15円、その他１枚×20円 

※5豊田市 元資料の枚数が100枚を超過する場合、開示手数料（100枚を超える枚数、1枚につき10

円） 

 

 

問１１ 元資料が電

磁的記録の場合 

都道府県 政令市 中核市 

①元資料が電磁的記

録の場合、メールや

CD-Rで送付可能 

メールの場合無料 

５（山梨県※１、長

野県、鳥取県、山口

県、佐賀県） 

メールの場合無料 

３（さいたま市、岡

山市※４、熊本市） 

0 

それ以外 ２（新潟

県※２、大阪府※

３） 

それ以外2（横浜市

※６、大阪市※７） 

0 



 

 13 

②元資料が電磁的記

録の場合、メールで

送付可能 

0 0 0 

③元資料が電磁的記

録の場合、CD-R等で

送付可能 

CD-R代のみ39 CD-R代のみ13 CD-R代のみ 49 

それ以外 1（兵庫

県※８） 

それ以外 2（札幌

市※9、京都市※

10） 

6（宇都宮市※１３、柏

市※１１、豊田市※１

２、福山市※13、鹿児

島市※13、那覇市※

14） 

④元資料が電磁的記

録の場合、紙のみ開

示可能 

0 0 7（旭川市、川口市、越

谷市、甲府市、八尾

市、倉敷市、呉市） 
※１山梨県 電子申請の場合、電子システムを用いてデータを受け渡す（20MBまで） 

※２新潟県 電子交付（電子申請システムにデータをアップロード)の場合、１回90円 

※３大阪府 インターネットの利用による提供（府独自システム）の場合、60円 

※４岡山市 ホームページに開示対象文書をアップロードして、請求者がダウンロードする方式 

※６横浜市 ページ数がある電磁的記録は１ページにつき10円、ページ数がない電磁的記録は１ファ

イルにつき210円 

※７大阪市 非公開情報が記録されていないとき、ファイル数×１０円 

  非公開情報が記録されているとき、PDFファイルに変換したページ数×１０円 

※８兵庫県 公文書１件につき２００円 

※９札幌市 対象公文書に非公開情報が含まれる場合には紙で公開。 

※10京都市 ページ数がない電磁的記録はCD-R代＋ファイル数×210円、ページ数がある電磁的記録

はCD-R代＋ページ数×10円 

※１１柏市 １件につきCD-R１枚６０円＋市民２００円、市内法人300円、その他400円 

※１２豊田市 CD-R代＋元資料を紙に出力すると仮定したときの枚数が100枚を超過する場合、開示手

数料（100枚を超える枚数、1枚につき10円） 

※13宇都宮市、福山市、鹿児島市 不開示情報が含まれる場合は紙で開示 

※14那覇市 営利目的の請求の場合はCD-R１枚300円 

 

 

問12 開示情報の

公表について 

都道府県 政令市 中核市 

①過去開示した文書

は窓口等自治体の施

設で一般の閲覧に供

している（一部の公

文書だけの場合を含

む）  

0 １(京都市※１） ２(船橋市、豊田

市） 

②過去開示した文書

は窓口等自治体の施

設で一般の閲覧に供

している他、タイト

ルをホームページに

公開している （一

部の公文書だけの場

合を含む） 

２(徳島県、鹿児島

県） 

 １(高知市※２） 
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③過去開示した文書

は、一般に公開して

いない符合・記号等

を入力すればホーム

ページで公開してい

る 

0 0 0 

④過去開示した文書

はホームページで公

開している 

０   

⑤過去開示した文書

は一般の閲覧に供し

ていない 

4５（※３山梨県、

※４石川県含む） 

 

19 59 

※１京都市 工事等の金入り 設計書のみ 

※２高知市 工事の金入り設計書のみ 

※３山梨県 件名のみ 

※４石川県 毎年度、情報公開に係る実績報告書をとりまとめており、当該報告書においてタイトルの

一覧を掲載しています 
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